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議案第２０号 

   平成３０年度神崎町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 平成３０年度神崎町の国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ ３１，６９０千円を減額し、歳入歳出予算の総額を 

歳入歳出それぞれ ７８４，３１０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表歳入歳出予算補正」による。 

平成３１年３月６日提出 

 

 

神崎町長  石 橋  輝 一
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歳    入 （単位　千円）

補正前予算額 補正予算額 計

 1 国 民 健 康 保 険 税 182,639 △10,391 172,248 

 1 国 民 健 康 保 険 税 182,639 △10,391 172,248 

 4 県 支 出 金 555,013 △60,000 495,013 

 1 県 補 助 金 555,013 △60,000 495,013 

 7 繰 越 金 26,000 38,701 64,701 

 1 繰 越 金 26,000 38,701 64,701 

         補  正  さ  れ  な  か  っ  た  款  項  に  係  る  額 52,348 0 52,348 

　　　　　　　　　　　歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 816,000 △31,690 784,310 

第　１　表　　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

款 項



歳    出 （単位　千円）

補正前予算額 補正予算額 計

 2 保 険 給 付 費 548,135 △60,000 488,135 

 1 療 養 諸 費 473,880 △47,400 426,480 

 2 高 額 療 養 費 69,300 △12,600 56,700 

 3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 221,920 △21,970 199,950 

 1 医 療 給 付 費 分 158,000 △14,581 143,419 

 2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 46,000 △4,871 41,129 

 3 介 護 納 付 金 分 17,920 △2,518 15,402 

 6 基 金 積 立 金 1 50,000 50,001 

 1 基 金 積 立 金 1 50,000 50,001 

 8 諸 支 出 金 16,730 280 17,010 

 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 16,730 280 17,010 

         補  正  さ  れ  な  か  っ  た  款  項  に  係  る  額 34,169 0 34,169 

　　　　　　　　　　　歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 816,000 △31,690 784,310 

款 項
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１．総  括
（歳  入） （単位　千円）

補正前予算額 補正予算額 計 構成比％

 1 国 民 健 康 保 険 税 182,639 △10,391 172,248 22.0 

 4 県 支 出 金 555,013 △60,000 495,013 63.2 

 7 繰 越 金 26,000 38,701 64,701 8.3 

       歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 816,000 △31,690 784,310 100.0 

歳　入　歳　出　補　正　予　算　事　項　別　明　細　書

　        　　　　　　   款



（歳  出） （単位　千円）

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

 2 保 険 給 付 費 548,135 △60,000 488,135 △60,000 0 0 0 62.3 

 3 国民健康保険事業費納付金 221,920 △21,970 199,950 0 0 0 △21,970 25.5 

 6 基 金 積 立 金 1 50,000 50,001 0 0 0 50,000 6.4 

 8 諸 支 出 金 16,730 280 17,010 0 0 0 280 2.2 

歳     出     合     計 816,000 △31,690 784,310 △60,000 0 0 28,310 100.0 

特      定      財      源 構成比％
一 般 財 源

補正前予算額 補正予算額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

款
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２．歳  入
(款)  1 国民健康保険税 (項)  1 国民健康保険税 （単位　千円）

金　　額

 1 一般被保険者国民健康保 177,819 △7,071 170,748  1 医療給付費分現年課税 △4,101  ･ 医療給付費分現年課税分 △4,101
険税 分

 2 後期高齢者支援金分現 △1,970  ･ 後期高齢者支援金分現年課税分 △1,970
年課税分

 3 介護納付金分現年課税 △1,000  ･ 介護納付金分現年課税分 △1,000
分

 2 退職被保険者等国民健康 4,820 △3,320 1,500  1 医療給付費分現年課税 △2,100  ･ 医療給付費分現年課税分 △2,100
保険税 分

 2 後期高齢者支援金分現 △640  ･ 後期高齢者支援金分現年課税分 △640
年課税分

 3 介護納付金分現年課税 △580  ･ 介護納付金分現年課税分 △580
分

　　　 計 182,639 △10,391 172,248

(款)  4 県支出金 (項)  1 県補助金

 1 保険給付費等交付金 555,013 △60,000 495,013  1 保険給付費等交付金 △60,000  ･ 保険給付費等交付金（普通交付分） △60,000
　　　 計 555,013 △60,000 495,013

(款)  7 繰越金 (項)  1 繰越金

 1 繰越金 26,000 38,701 64,701  1 繰越金 38,701  ･ 前年度繰越金 38,701
　　　 計 26,000 38,701 64,701

目 補正前の額 補  正  額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　　分



３．歳  出
（款）  2 保険給付費 （項）  1 療養諸費 （単位　千円）

一　　般
国県支出金 地　方　債 そ　の　他 財　　源

○ 一般被保険者療養給付費　　　　　　　　 △30,000
 1 一般被保険者 444,000 △30,000 414,000 △30,000 19負担金補助及 △30,000   負担金補助及び交付金 △30,000

療養給付費 び交付金     ・一般被保険者療養給付費

○ 退職被保険者等療養給付費　　　　　　　 △16,600
 2 退職被保険者 24,000 △16,600 7,400 △16,600 19負担金補助及 △16,600   負担金補助及び交付金 △16,600

等療養給付費 び交付金     ・退職被保険者療養給付費

○ 一般被保険者療養費　　　　　　　　　　    △800
 3 一般被保険者 4,800 △800 4,000 △800 19負担金補助及 △800   負担金補助及び交付金 △800

療養費 び交付金     ・一般被保険者療養費

　　計 473,880 △47,400 426,480 △47,400

（款）  2 保険給付費 （項）  2 高額療養費
○ 一般被保険者高額療養費　　　　　　　　 △11,000

 1 一般被保険者 66,000 △11,000 55,000 △11,000 19負担金補助及 △11,000   負担金補助及び交付金 △11,000
高額療養費 び交付金     ・一般被保険者高額療養費

○ 退職被保険者等高額療養費　　　　　　　  △1,600
 2 退職被保険者 3,000 △1,600 1,400 △1,600 19負担金補助及 △1,600   負担金補助及び交付金 △1,600

等高額療養費 び交付金     ・退職被保険者高額療養費

　　計 69,300 △12,600 56,700 △12,600

（款）  3 国民健康保険事業費納付金 （項）  1 医療給付費分
○ 一般被保険者医療給付費分納付金　　　　 △12,352

 1 一般被保険者 155,000 △12,352 142,648 △12,352 19負担金補助及 △12,352   負担金補助及び交付金 △12,352
医療給付費分 び交付金     ・一般被保険者医療給付費分納付金

○ 退職被保険者等医療給付費分納付金　　　  △2,229
 2 退職被保険者 3,000 △2,229 771 △2,229 19負担金補助及 △2,229   負担金補助及び交付金 △2,229

等医療給付費 び交付金     ・退職被保険者等医療給付費分納付金
分
　　計 158,000 △14,581 143,419 △14,581

説　　　　　　　　　明特　　定　　財　　源
区　　　分 金　　額

目 補正前の額 補  正  額 計
補　正　額　の　財　源　内　訳 節
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（款）  3 国民健康保険事業費納付金 （項）  2 後期高齢者支援金等分 （単位　千円）

一　　般
国県支出金 地　方　債 そ　の　他 財　　源

○ 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付
 1 一般被保険者 45,000 △4,125 40,875 △4,125 19負担金補助及 △4,125 金　　　　　　　　　　　　　　　　　　  △4,125

後期高齢者支 び交付金   負担金補助及び交付金 △4,125
援金等分     ・一般被保険者後期高齢者支援金等分納付

      金
○ 退職被保険者等後期高齢者支援金等分納

 2 退職被保険者 1,000 △746 254 △746 19負担金補助及 △746 付金　　　　　　　　　　　　　　　　　    △746
等後期高齢者 び交付金   負担金補助及び交付金 △746
支援金等分     ・退職被保険者等後期高齢者支援金等分納

      付金
　　計 46,000 △4,871 41,129 △4,871

（款）  3 国民健康保険事業費納付金 （項）  3 介護納付金分
○ 介護納付金分納付金　　　　　　　　　　  △2,518

 1 介護納付金分 17,920 △2,518 15,402 △2,518 19負担金補助及 △2,518   負担金補助及び交付金 △2,518
び交付金     ・介護給付費納付金

　　計 17,920 △2,518 15,402 △2,518

（款）  6 基金積立金 （項）  1 基金積立金
○ 財政調整基金積立金　　　　　　　　　　   50,000

 1 財政調整基金 1 50,000 50,001 50,000 25積立金 50,000   積立金 50,000
積立金     ・財政調整基金積立金
　　計 1 50,000 50,001 50,000

（款）  8 諸支出金 （項）  1 償還金及び還付加算金
○ 償還金　　　　　　　　　　　　　　　　      280

 1 償還金 16,730 280 17,010 280 23償還金利子及 280   償還金利子及び割引料 280
び割引料     ・一般被保険者保険税還付金

　　計 16,730 280 17,010 280

説　　　　　　　　　明特　　定　　財　　源
区　　　分 金　　額

目 補正前の額 補  正  額 計
補　正　額　の　財　源　内　訳 節
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